
 
 
  

 
 

令和２年度版 
生駒市環境マネジメントシステム 

運用方針 



 
 
 
 

 環境マネジメントシステムの意義 ................................................................................. 1 
 生駒市環境マネジメントシステムの推進体制 .............................................................. 2 
 計画目標 ......................................................................................................................... 3 

 環境施策全般 .......................................................................................................... 3 
 事業における環境配慮（エコオフィス） .............................................................. 4 

 各計画に基づく環境関連事業一覧 ................................................................................. 5 
 進行管理方法................................................................................................................ 21 

 進行管理イメージ ................................................................................................. 21 
 点検・評価方法 ..................................................................................................... 22 
 スケジュール ........................................................................................................ 22 

 エコオフィスの取組及び独自施策（参考） ................................................................ 23 
 条例、規則、要綱 ........................................................................................................ 28 

 
 
 
 
 
 
 

目 次 



1 
 

 環境マネジメントシステムの意義 

近年、世界的な課題となっている地球温暖化をはじめとした様々な環境問題を解決す

るため、また、緑豊かな生駒の自然環境を次世代に引き継ぐため、公共施設を含め、市域

全体で環境への負荷を減らす取組を進める必要があります。 
本市では、平成 31 年 4 月から「第 3 次生駒市環境基本計画」に基づき、脱炭素社会へ

の移行や、循環型社会の形成、自然共生社会の構築などの社会的な要請への対応を目指し

て、市民・事業者・行政のパートナーシップによる具体的な取組を進めています。 
また、平成 26 年に内閣府から「環境モデル都市」に選定されたことから、具体的な行

動計画「生駒市環境モデル都市アクションプラン」を策定し、現在は平成 31 年 3 月に策

定した「第 2 次生駒市環境モデル都市アクションプラン」により、低炭素化と持続的発展

を両立する地域モデルの実現に向け取組を進めているところです。 
さらに、生駒市は令和元年に SDGs 未来都市に選定されたことをうけ、令和元年 10 月

に令和 3 年度までの 3 ヶ年の取組を具体化した「生駒市 SDGs 未来都市計画」を策定し

ました。SDGs 未来都市は、「SDGs モデル」の構築に取り組むことになりますが、生駒

市では、「いこま市民パワー株式会社」を核として、再生可能エネルギー拡大によるエネ

ルギーの地産地消の推進、市内産業の活性化、収益の還元による地域課題の解決、市民の

まちづくりへの参画の促進など、「経済」・「社会」・「環境」に関する課題に対応し、「日本

版シュタットベルケモデル」の実現を目指します。 
本市では、上記 3 つの計画に基づく施策の進捗管理を行い、市の活動や、市内の事業者

を含めた地域の皆さんの活動によって生じる様々な環境負荷を減らすために、継続的に

取組を改善し、環境行動を推進するためのしくみとして、「生駒市環境マネジメントシス

テム」を運用しています。 

この取組を通して、職員一人ひとりが環境への意識を高めるとともに、各々の職場にお

いて職務を遂行する上で常に環境への配慮に心掛け、具体的な環境行動を進めていきま

す。 
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生駒市環境マネジメントシステムの推進体制 

環境マネジメントシステムは以下の図に示す推進体制で実施していきます。「環境マネ

ジメントシステム推進本部」、「環境マネジメントシステム推進会議」により、庁内のみな

らず、市民や事業者と連携しながら取組項目・施策の推進を図っていきます。 
また、環境モデル都市アクションプランについては、専門的な知見を有する有識者、民

間企業、関連団体等で構成する「環境モデル都市推進協議会」を設置し、取組の確実な推

進と市域の低炭素化を進めていきます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 推進本部 
 

本部長 ：市長 

副本部長：副市長、教育長、水道事業管理者 

本部員 ：各部長 

 
➢取組項目、数値目標、環境マネジメントシ

ステムの運用に関する必要な事項の決定 

➢システムの運用に関する評価及び見直し 

➢環境マネジメントシステム推進委員会、環

境行動実行部門及び事務局に対するシステ

ムの適切な運用に係る必要な指示 

➢アクションプランの推進 

➢アクションプランの重要事項の審議 

事務局（SDGs 推進課） 

実行部門（各職員） 

 エコ推進責任者 

（各所属長等） 
エコ推進員 

進行管理・ 

点検・評価 
報告 

周知、指導 

・環境マネジメントシステムに係る 

取組状況についての点検・評価 

・環境マネジメントシステムに係る目

標についての調査審議 

・前 2 号に掲げるもののほか、環境マ

ネジメントシステムに関する必要

な事項についての調査審議 

 

環境マネジメントシステム推進会議 

審議・検討

結果報告 

数値目標 

案具申 

取組項目・施策の推進 ワーキンググループ 

環境審議会 

環境モデル都市推進協議会 
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 計画目標 

環境施策全般 

各計画（環境基本計画、環境モデル都市アクションプラン、ＳＤＧｓ未来都市計画）で掲

げている環境施策の数値目標をまとめ、以下に示します。 
 

市域における数値目標          （※については 2019 年度以前の直近の値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 基準年 
目標数値 2019 

年度 
実績値 

2020 
年度 

2023 
年度 

2030 
年度 

2050 
年度 

温室効果ガス排出量 

削減率 

平成 18(2006)年度 17.5% 

26.8 万 t-CO2 

22.75% 

25.1 万 t-CO2 

35% 70%  

※ 29.8 万 t-CO2 

緑地面積の割合 平成 29(2017)年度 47.88% 47.9% ― ― 47.87% 

遊休農地活用事業で利

用されている農地面積 

平成 29(2017)年度 54,285 ㎡ 55,689 ㎡ ― ― 50,406 ㎡ 

下水道普及率 平成 29(2017)年度 72% 73.5% ― ― 71.4% 

再資源化率 平成 29(2017)年度 24.3% 28.8% ― ― 22.1% 

家庭系燃えるごみの１

人１日あたり排出量 

平成 29(2017)年度 421ｇ 405ｇ ― ― 432.5ｇ 

再エネによる発電容量

合計 

平成 29(2017)年度 30,195ｋＷ 35,145ｋＷ ― ― ※26.340ｋＷ 

１人あたりＣＯ2 排出

量 

平成 29(2017)年度 2.29t-CO2 2.16 t-CO2 ― ― ※2.47t-CO2 

資源循環コミュニティ

ステーションの設置 

令和 2 年(2020)度 1 ヶ所 ２ヶ所 ― ― ― 
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事業における環境配慮（エコオフィス） 

事務事業における環境配慮（エコオフィス）の目標は、市域全体の温室効果ガス削減に

貢献できるよう、率先した数値を以下のように設定しています。年度ごとの公共施設を取

り巻く状況に応じて、2019 年度を基準に 2030 年度までに 11%削減を目指します。 
 

公共施設における数値目標 
 

目 的 項 目 令和 2(2020)年度 目標 

地球温暖化の

防止 

二酸化炭素排出量の削減 

 

 

 

 

 

二酸化炭素排出量を令和元(2019)年度比で 1%以

上削減する。 

（令和元年度排出量：17,029t-CO2） 

 電気使用量の削減 

 

公用車 ガソリン 

 

軽油 

 

燃料 都市ガス 

 

重油 

 

灯油 

 

ＬＰＧ 

 

循環型社会の

構築 

ごみ排出量 

 

ごみの排出量を令和元(2019)年度比で増加させ

ない。 

健全な水循環 水使用量 

 

水使用量を令和元(2019)年度比で増加させない。

（令和元(2019)年度実績：216,784 ㎥） 
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 各計画に基づく環境関連事業一覧 

環境基本計画・環境モデル都市アクションプラン・SDGs 未来都市計画に基づく環境関連事業一覧を以下に示します。 

環境関連事業一覧 
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 進行管理方法 

進行管理イメージ 

 
一体管理によるマネジメントシステムの進行管理イメージを以下に示します。「環境関

連計画に掲げる計画目標」、「環境関連計画に掲げる具体的な事業の進捗状況」、及び「エ

コオフィス取組状況アンケート」の３つを一体的に管理していきます。 
【調査対象】 
 ○環境関連計画に掲げる計画目標：SDGs 推進課  
 ○環境関連計画に掲げる具体的な事業の令和元年度取組結果及び令和２年度取組計画 
  ：各計画における各事業を担当する部署、調査票１、２の結果 
 ○エコオフィス取組状況アンケート：全職員（サイボウズで実施） 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

     注）EP：環境基本計画、AP：アクションプラン、SDGs：SDGs 未来都市計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    

報告・評価・公表 

環境白書／APフォローアップ報告書／環境監査報告 

書面監査・ヒアリング監査 

ＥＰ・ＡＰ・ＳＤＧｓ 
に掲げる具体的な事業
の進捗状況 

ＥＰ・ＡＰ・ＳＤＧｓに掲
げる計画目標（市域及び公
共施設における数値目標） 

エコオフィス 
取組状況アンケート 
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点検・評価方法 

 
 
 
 
  

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

スケジュール 

 
以下に示すスケジュールにより、環境施策及び環境配慮行動について一体的に進捗管

理を行います。 
※目標を設定して取組むのは９月からの７ヶ月間になりますが、年間を通して、各部署で

の紙使用量、ごみ排出量、リサイクル量等を事務局まで報告していただくことで、間断ない環

境配慮行動の推進を図ります。 

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

本年度

EMS運用開始

エコオフィス実施状況アンケート実施

（サイボウズにて全職員対象）

広報にてエコチェック隊公募、６月選定

第１回推進会議

（計画目標審議等）
第２回～第４回推進会議

（エコチェック隊によるヒアリング調査）

運用方針公開

環境関連計画に掲げる各事業の

令和元年度取組結果及び令和２年度取組計画

について担当課へ照会

監査報告書作成

・第１回推進会議にて計画目標について審議 
・環境マネジメントシステム推進会議委員（エコチェック隊）による点検・評価 
 （第２回～第４回推進会議にて。１０月～１１月） 
  6 名の委員を 3 班に分けて、書面監査及びヒアリング監査（1 班 10 所属程度

を予定）を実施 
  各班が 10 所属程度の点検・評価を担当 
  市域全体にかかる指標・数値目標について点検・評価 
※ヒアリング内容例 
「電気使用量が大幅に増えていますが、今後の削減に向けて方策はありますか」 
「ごみ量が増えた原因の分析と改善方法について教えてください」 
「会議等で使う資料のペーパーレス化についてはどの程度実践しておられますか」 
「調査票に書かれてあるこの事業について具体的に聞かせてください」 

     
   ・職員の日頃の環境行動への取組状況を調査するエコオフィス取組状況アンケート

（全職員対象、８月～９月実施）                
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 エコオフィスの取組及び独自施策（参考） 

全職員に共通したエコオフィスの取組、各部署共通での項目については、下記を参考に

実施してください。 
  

全職員に共通した取組 

 

項目 

NO. 
項目 具体的取組 

1  電気を使

用すると

き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【照明】業務や市民サービスに支障がない範囲で、昼休み中は消灯、それ以外

の時間でも照明の使用は最小限に抑える。 

【照明】窓側や廊下で明るい時間帯は自然採光を利用し、照明の使用を抑制す

る。 

【パソコン・機器】パソコンの節電対策を徹底する。 

【パソコン・機器】席を離れるときはパソコンのふたを閉じ、パソコンを 1 時

間以上使用しない時は、電源を切る 

【パソコン・機器】シュレッダー等常時使用しない機器類は、使用するときに

電源を入れ、使用後は必ず電源を切る。 

【パソコン・機器】退庁時には、パソコン本体、プリンターの電源を必ず切る。 

【パソコン・機器】エレベーターの使用をできるだけ控え、移動には階段を利

用する。 

【夏季・冬季節電対策】空調の室温設定は、夏期２８℃、冬期１９℃とする。 

2 水を使用

するとき 

洗面所やトイレの使用の際には、必要以上に水を流さず節水に努める。 

水道の使用後は、水栓の止栓を確認する。 

せっけん、洗剤は必要な量だけ使う。 

食器を洗う時は、必要以上に水を流さず節水に努める。 

3 コピーや

プリント

アウトす

るとき 

両面印刷、使用済み用紙（片面使用済み用紙）の裏面活用、縮小印刷機能の活用を

徹底し、紙の使用量を減らす。 

会議のペーパーレス化、電子化に努める。 
コピー機の横に使用済み用紙をストックできる容器を設置する。また、設置する場

合は、「片面使用済み用紙」「両面使用済み用紙」「シュレッダー処理が必要な用紙」

に分けて容器を用意する。 
プリントアウト、コピーの際には事前に設定を確認しミスコピー防止に努める。 
簡易な供覧については、プリントアウトしないでメールで送るなど、庁内ＬＡＮを

活用する。 

会議資料等は工夫してできるだけ簡素化し、作成部数の適正化を徹底する。 

印刷物は、配布先や内容を精査し、必要最小限のページ数、部数とする。 

使用済み封筒は、庁内で活用する。 
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項目 

NO. 
項目 具体的取組 

4 ごみにす

る前に 

 

平成 27 年 4 月の家庭系ごみ有料化に伴い、率先垂範してごみ減量を徹底する。フ

ァイル等は、可能な限り再利用する。 
ごみの分類については、「ごみ・リサイクル資源の分類及び排出方法」を基準とし

て、各所属で分類方法を決定し、エコ推進責任者が各職員に通知し、その分類方法

に従って行動する。 
参考資料「ごみ・リサイクル資源の分類及び排出方法」を参照 

ファイル等は、可能な限り再利用する。 
びん、缶、ペットボトルなどは、所定の場所に設置されたリサイクルボックスに出

す。 
個人用のごみ箱は撤廃し、ごみ箱を共有する。 
プラスチック製容器包装について分別を徹底し、資源化する。 
個人情報が含まれた文書を大量に処分する場合でも、できる限り焼却処分せずにシ

ュレッダー処理をし、資源化する。 
※シュレッダー処理されたものは、再生トイレットペーパー「いこま紙」にリサイ

クルされます。 
所属の事業に伴うごみや、一時的に多量に出るごみについては、事業系指定袋を各

所属で購入する。 

食べ残しは無くし、食品ロス削減に努める。 

事業に伴い発生した食品廃棄物は可能な限り再生利用する。 

会議等を

行うとき 

会議等での飲料は原則提供しない。 

会議等の開催前に参加者には必要に応じてマイボトル等を持参してもらうように

呼びかける。 
長時間に及ぶ会議など、飲料が必要となる場合には、会場の隅に湯茶やリユースび

ん入り飲料と湯飲みやガラスコップなどとともに準備しておき、セルフサービスに

より対応する。 
イベント等会議以外で飲料を提供する場合についても、上記の趣旨を尊重し、リ

ユース容器の使用に努めること。 
5 物品を購

入すると

き 

物品の購入にあたっては、まずその必要性をよく検討し、必要と判断した場合

は、適正な量をよく検討した上で購入数量をできるだけ抑制する。 

物品を購入する際には、環境負荷の低減を図るため、環境に配慮された物品（グ

リーン購入対象品）を優先的に購入する。 
コピー機やプリンターのトナーについては、リサイクル可能な商品を購入する。

また、使用後は回収業者に回収してもらう。 
電化製品などの新規購入や買い替え時には、製品に表示されている省エネラベルな

どを参考にし、省エネ性能に優れた製品を購入する。 

使い捨て製品は、できるだけ購入を控える。 

不要な袋や包装は断り、簡易包装での納品を要請する。また、その旨を仕様書に明

記する。 
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項目 

NO. 
項目 具体的取組 

6 公用車を

利用する

とき 

公共交通機関を利用できる場合は、公用車の使用を控える。 
近距離では、公用自転車を利用する。 
公用車を使用する際には、できるだけ低公害車や燃費のよい車を優先的に利用する。 
電気自動車やプラグインハイブリッド車を積極的に活用する。 
発進時はふんわりアクセル「e スタート」を心がける。（最初の 5 秒で、時速 20km
程度を目安） 
車間距離にゆとりをもって加速・減速の少ない運転に努める。 
荷物の積み下ろしや長い信号待ちなどの停車時には、アイドリングストップを心が

ける。 
運転前点検時には、タイヤの空気圧が下がっていないか確認する。 

走行経路を精査し、無駄な走行を無くす。 

可能な場合は、相乗りをするよう心がける。 

エアコンの使用は控えめにする。 
7 通勤時の

環境配慮 

近距離の通勤にはなるべく徒歩又は自転車を利用する。 
通勤にはなるべく公共交通機関を利用する。 

8 常駐する

事業者を

管理する

部署 

【要請内容】社用車の環境に配慮した運転の励行（アイドリングストップや急発進

急加速の禁止等） 
【要請内容】省エネ、省資源、ごみ減量への取組 
【要請内容】その他、業務営業等における環境への配慮 

9 出入りす

る事業者

と接する

部署 

【要請内容】物品納入の場合には、過剰な包装はしないこと。 
【要請内容】物品納入時の包装容器の持ち帰り 
【要請内容】弁当などの空容器の回収 
【要請内容】職員への不必要な個別チラシの配布自粛 
【要請内容】社用車の環境に配慮した運転の励行（アイドリングストップや急発進

急加速の禁止等） 

【要請内容】その他、業務営業等における環境への配慮 

10 市民が利

用する会

議室、調理

室、体育館

等の施設 

【要請内容】電気ガス冷暖房等の消し忘れの確認やごみの持ち帰りなどの呼びかけ 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

 

各部署共通での項目 

＜外部への業務委託等に伴う受託者への環境行動の推進＞ 

外部への業務委託を行う際は、委託契約書に以下の条文を入れてください。 

（環境行動の推進） 
第○条 乙は、業務の履行に当たっては、甲が運用する生駒市環境マネジメントシステ

ムに準じて、環境行動を推進するものとする。 

「外部への業務委託に伴う受託者の環境行動の推進について」（平成 22 年 12 月 28 日通知） 

 
 
＜エネルギー使用に大きな影響を及ぼす施設・設備の新設／改修／廃止等計画の報告＞ 
 公共施設について、以下の計画等が見込まれる場合には、SDGs 推進課まで報告をお願い

します。 
・施設の新設、改修、廃止 
・施設における再エネ・省エネ・熱源設備等の導入、更新 
 
 
＜地域エネルギー会社が供給する電力の利用＞ 

 本市では、平成 29 年 7 月 18 日に、エネルギーの地産地消、地域活性化を目指し、大阪

ガス株式会社、生駒商工会議所、株式会社南都銀行、一般社団法人市民エネルギー生駒と共

同で、地域エネルギー会社「いこま市民パワー株式会社」を設立しました。 
電力小売事業による収益は株主には配当せず、子育て、教育など、地域の課題解決のため

に還元することで、市民生活の利便性を向上させ、さらに住みやすいまちづくりにつなげて

いきます。 
市内の太陽光発電や小水力発電といった再生可能エネルギー等を活用した電力は、令和

元年度末で公共施設 64 施設、民間 22 施設へ供給しています。いこま市民パワーの設立目

的をご理解いただき、事業への協力をお願いします。 
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【エコオフィスの取組における過去の優良事例】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

所見

総務部 総務課
廃棄書類を焼却処分から溶解処理に変更し、紙のリサイクルの新しい取組を行った
こと。

地域活力創生部 環境モデル都市推進課
新たな取組みとして、市民団体と協働でフードドライブに取組み、食品ロス削減を推
進したこと。

地域活力創生部   いこまの魅力創造課
会議テーブルに設置したディスプレーを使ってのペーパーレス会議の実施や環境情報
を随時SNSで発信したこと。

市民部 環境保全課
生ごみ削減において、エコクッキングやキエーロの普及促進、他市との連携による取
組を推進したこと。

市民部 エコパーク21
飲料の購入をペットボトルから粉末溶解に変更し、その意義を定量的に見える化し
て、職場で共有意識を周知されたこと。

生涯学習部 スポーツ振興課
指定管理業者にエコオフィスの取組を提案させ、契約更新時にチェックシートで提案
内容の進行管理を行ったこと。

生涯学習部 小平尾南スポーツ施設 地域と連携して、花の育成や堆肥作りによる地域循環の取組を行ったこと。

教育振興部 あすか野小学校
会議資料や学校便りをメール配信してペーパーレス化を図り、定量的な把握がされ
て、大きな成果を挙げたこと。

教育振興部 大瀬中学校
生徒の椅子の下に雑巾を掛けて、ティッシュペーパー代わりに雑巾を使用することで、
紙ごみの排出量削減を図るなどの独自の取組みを行ったこと。

教育振興部 生駒中学校 古制服や古シューズを対象に他の学校とも連携して幅広くリユースに取組んだこと。

所属
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 条例、規則、要綱  

 

生駒市環境基本条例（抜粋） （平成24年10月の改正で追加） 

 
(環境マネジメントシステム) 

第19条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を効果的に推進するため、環境マネジメ

ントシステム(環境に配慮した活動を進めるための目標を決定し、当該目標を達成するた

めの継続的な改善を図る仕組みをいう。以下同じ。)の導入及び推進を図るものとする。 
2 環境マネジメントシステムの実施に当たっては、環境への負荷の低減に向けて取り組

む項目について、目標を設定し、その取組状況を評価し、見直しを行うものとする。 
3 環境マネジメントシステムに係る方針の決定、総合調整等を行うため、市長を本部長

とする生駒市環境マネジメントシステム推進本部を置く。 
4 環境マネジメントシステムの運用に関し必要な事項の調査等を行うため、市長が指名

する職員で構成する生駒市環境マネジメントシステム推進委員会を置くことができる。 
5 環境マネジメントシステムを適正に運用するため、第24条第1項に規定する環境マネジ

メントシステム推進会議において、取組状況の点検及び評価を行うものとする。 
6 前各項に定めるもののほか、環境マネジメントシステムの運用に関し必要な事項は、

市長が定める。 
 (環境マネジメントシステム推進会議) 

第24条 環境マネジメントシステムの適正な運用を図るため、生駒市環境マネジメントシ

ステム推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。 
2 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 環境マネジメントシステムに係る取組状況について点検し、及び評価すること。 
(2) 環境マネジメントシステムに係る目標について調査審議すること。 
(3) 前2号に掲げるもののほか、環境マネジメントシステムに関する必要な事項につい

て調査審議すること。 
3 推進会議は、委員35人以内をもって組織する。 
4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

(1) 学識経験のある者 
(2) 事業者及び市民 
(3) 市職員 
(4) その他市長が必要と認める者 

5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。 
6 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
7 推進会議は、必要があると認めるときは、専門チームを置くことができる。 
8 推進会議は、その定めるところにより、専門チームの決議をもって推進会議の決議と

することができる。 
9 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定

める。 
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生駒市環境マネジメントシステム推進会議規則 

(趣旨) 

第1条 この規則は、生駒市環境基本条例(平成11年3月生駒市条例第11号。以下「条例」と

いう。)第24条第9項の規定に基づき、生駒市環境マネジメントシステム推進会議(以下

「推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

(会長及び副会長) 

第2条 推進会議に会長及び副会長を置く。 

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

3 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。 

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

(会議) 

第3条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。 

2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

3 推進会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

(専門チーム) 

第4条 条例第24条第7項の専門チーム(以下「専門チーム」という。)に属する委員は、会

長が指名する。 

2 専門チームに代表を置き、専門チームに属する委員の互選により定める。 

3 代表に事故があるときは、専門チームに属する委員のうちからあらかじめ代表が指名す

る委員がその職務を代理する。 

4 前条の規定は、専門チームの会議について準用する。 

(関係者の出席等) 

第5条 推進会議又は専門チームは、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求

めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

(委任) 

第6条 この規則に定めるもののほか、推進会議及び専門チームの運営に関し必要な事項

は、会長が推進会議に諮って定める。 

附 則 

この規則は、公布の日（平成24年10月9日）から施行する。 
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生駒市環境マネジメントシステム運用要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、生駒市環境基本条例（平成１１年３月生駒市条例第１１号。以下「条

例」という。）第１９条第６項の規定に基づき、生駒市環境マネジメントシステム（以下

「システム」という。）の運用に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （システムの活用） 

第２条 システムは、生駒市環境基本計画その他環境の保全及び創造のための基本的な計画

（以下「基本計画等」という。）の進行管理並びに生駒市が行う全ての事務事業における

環境に配慮した活動の点検及び評価に活用するものとする。 

（推進本部） 

第３条 条例第１９条第３項の環境マネジメントシステム推進本部（以下「推進本部」とい

う。）は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、本部長は市長を、副本部長は副

市長、教育長及び水道事業管理者をもって充てる。 

３ 本部員は、市長部局の特命監、公室長及び部長、上下水道部長、消防長、教育委員会事

務局の部長並びに議会事務局長をもって充てる。 

４ 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。 

５ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 

６ 推進本部は、システムに係る目標の設定、評価及び見直しその他システムの運用に関し

必要な事項を所掌する。 

（推進委員会） 

第４条 条例第１９条第４項の環境マネジメントシステム推進委員会（以下「推進委員会」

という。）を設置するときは、所属長等のうち、本部長が指名した者をもって組織する。 

２ 推進委員会に委員長を置き、委員の互選により決定する。 

 （環境行動実行部門） 

第５条 システムの運用を実践する環境行動実行部門は、システムの対象となる事務事業を

所管する所属の職員とする。 

２ 環境行動実行部門は、システムの運用に際し、推進本部が定めた事項その他必要な取組

を履行するとともに、基本計画等に掲げる事業その他環境に関連する事業を推進するもの

とする。 

３ 環境行動実行部門にエコ推進責任者を置き、所属長等をもって充てる。 

４ エコ推進責任者は、推進本部の指示に基づき、システムの運用に必要な取組を積極的に

推進し、その結果を推進本部に報告するものとする。 

５ 環境行動実行部門にエコ推進員を置き、所属職員の中からエコ推進責任者が指名した者

をもって充てる。 
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６ エコ推進員は、エコ推進責任者を補佐し、所属の環境行動の記録並びに所属内の連絡調

整及び環境配慮に関する啓発を行う。 

（目標の設定） 
第６条 システムの具体的な運用方法及び目標は、条例第２４条の生駒市環境マネジメン

トシステム推進会議（以下「推進会議」という。）による調査審議を受け、本部長が決定

する。 
２ 本部長は、前項で決定した目標等を環境行動実行部門に通知する。 

（監査及び取組の是正措置） 
第７条 システムの取組状況については、推進会議による点検及び評価を受け、当該評価の

結果、取組が不十分と認められた項目等については、速やかに是正等の措置を講ずるもの

とする。 

（システムの見直し） 

第８条 本部長は、必要に応じてシステムの見直しを行う。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、システムの運用に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２４年１０月１１日から施行する。 

２ 生駒市環境マネジメントシステムの実施及び推進組織の設置に関する取扱要綱（平成２

２年１１月１日施行）並びに生駒市環境マネジメントシステムの推進に係る懇談会開催要

綱（平成２４年６月１８日施行）は、廃止する。 

附  則 

１  この要綱は、平成２５年７月１０日から施行する。 

２  改正後の生駒市環境マネジメントシステムの運用及び推進組織の設置に関する取扱要

綱第４条第９項の規定は、平成２６年度以降の取組目標に係るシステムの運用について

適用する。 
   附 則 
 この要綱は、平成２７年１０月２１日から施行する。 
 
 
 
 
 
  
 






